
 
 
 
 
 

第 １ 号 

５月１９日（木） 
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令和４年第２回宇城市議会臨時会（第１号） 

 

令和４年５月１９日（木） 

午前１０時００分 開議 

１ 議事日程 

日程第１        仮議席の指定 

日程第２  選挙第１号 議長の選挙 

 追加議事日程（第１号の追加１） 

日程第１        議席の指定 

日程第２        会議録署名議員の指名 

日程第３        会期の決定 

日程第４  選挙第２号 副議長の選挙 

日程第５        常任委員の選任 

日程第６        議会運営委員の選任 

日程第７  選挙第３号 宇城広域連合議会議員の選挙 

日程第８  選挙第４号 上天草・宇城水道企業団議会議員の選挙 

日程第９  選挙第５号 熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

日程第１０       行政報告 

日程第１１ 報告第３号 専決処分の報告について 

日程第１２ 承認第１号 専決処分の報告及び承認を求めることについて（専決第１

号）（宇城市税条例等の一部を改正する条例の制定） 

日程第１３ 承認第２号 専決処分の報告及び承認を求めることについて（専決第２

号）（宇城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定） 

日程第１４       各委員会の閉会中の継続調査の申出について 

 

２ 本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

 

３ 出席議員は次のとおりである。（２１人） 

１番 坂 元 大 介 君            ２番 四 海 公 貴 君 

３番 村 上 真由子 君            ４番 河 野 真 理 君 

５番 吉 良 邦 夫 君            ６番 田 中 美 君 君 

７番 嘉古田 茂 己 君            ８番 原 田 祐 作 君 
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９番 永 木   誠 君           １０番 山 森 悦 嗣 君 

１１番 三 角 隆 史 君           １２番 坂 下   勲 君 

１３番 高 橋 佳 大 君           １４番 髙 本 敬 義 君 

１５番 溝 見 友 一 君           １６番 園 田 幸 雄 君 

１７番 福 田 良 二 君           １８番 河 野 正 明 君 

１９番 入 江   学 君           ２０番 豊 田 紀代美 君 

２２番 石 川 洋 一 君 

 

４ 欠席議員（１人） 

２１番 中 山 弘 幸 君 

 

５ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  小 川 康 明 君   書    記  窪 田 潤 子 君 

 

６ 説明のため出席した者の職氏名 

 市    長  守 田 憲 史 君   副 市 長  浅 井 正 文 君 

 教 育 長  平 岡 和 徳 君   総 務 部 長  天 川 竜 治 君 

 市長政策部長  元 田 智 士 君   市 民 部 長  黒 﨑 達 也 君 

 福 祉 部 長  岩 井   智 君   保健衛生部長  杉 浦 正 秀 君 

 経 済 部 長  浦 田 敬 介 君   土 木 部 長  梅 本 正 直 君 

 教 育 部 長  豊 住   章 君   総 務部次長  桝 井 貴 男 君 

 市長政策部次長  福 田 真 治 君   市 民部次長  星 津 章 博 君 

 福 祉部次長  平 松 洋 介 君   保健衛生部次長  井 住 寿 宏 君 

 経 済部次長  中 川 裕 二 君   土 木部次長  平 木 恵 一 君 

 教 育部次長  植 野   修 君   三 角支所長  佐 藤 幹 雄 君 

 小 川支所長  竹 口 則 和 君   豊 野支所長  赤 星   徹 君 

 市民病院事務長  坂 本 優 子 君   上下水道局長  木見田 洋 一 君 

 会 計管理者  西 村 光 代 君   監査委員事務局長  坂 井 孝 治 君 

 農業委員会事務局長  岩 竹 泰 治 君 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議会事務局長（小川康明君） 本臨時会は、一般選挙後の初めての議会であります。

議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定によりまして、出席議員

の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。年長の豊田紀

代美議員を御紹介申し上げます。 

豊田議員、議長席にお着き願います。 

（豊田紀代美臨時議長 着席） 

○臨時議長（豊田紀代美君） ただいま紹介されました豊田紀代美でございます。地方

自治法第１０７条の規定によって、臨時に議長の職務を行います。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

ただいまから、令和４年第２回宇城市議会臨時会を開会いたします。 

本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 仮議席の指定 

○臨時議長（豊田紀代美君） 日程第１、仮議席の指定を行います。 

仮議席は、ただいま着席の議席といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 選挙第１号 議長の選挙 

○臨時議長（豊田紀代美君） 日程第２、選挙第１号議長の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

って、指名推選にしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議あり、投票でお願いします」と呼ぶ者あり］ 

○臨時議長（豊田紀代美君） 異議がありますので、選挙は投票で行います。 

ここで、しばらく休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時０２分 

再開 午前１０時０３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○臨時議長（豊田紀代美君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議場の出入口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

○臨時議長（豊田紀代美君） ただいまの出席議員は、２１人です。 

次に、立会人を指名します。会議規則第３０条第２項の規定により、立会人に１
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番、坂元大介君、２番、四海公貴君、３番、村上真由子さんの３人を指名します。 

投票用紙を配ります。念のために申し上げます。投票は単記無記名で、必ず名前

まで記入を願います。 

（投票用紙配布） 

○臨時議長（豊田紀代美君） 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○臨時議長（豊田紀代美君） ないようですので、配布漏れなしと認めます。 

投票箱の点検を行います。 

（投票箱点検） 

○臨時議長（豊田紀代美君） 異状なしと認めます。 

ただいまから投票を行います。議会事務局長が議席番号と氏名を読み上げますの

で、順番に投票を願います。 

○議会事務局長（小川康明君） まず１番、坂元議員投票願います。 

２番、四海議員。３番、村上議員。 

４番、河野真理議員。５番、吉良議員。 

６番、田中議員。７番、嘉古田議員。 

８番、原田議員。９番、永木議員。 

１０番、山森議員。１１番、三角議員。 

１２番、坂下議員。１３番、高橋議員。 

１４番、髙本議員。１５番、溝見議員。 

１６番、園田議員。１７番、福田議員。 

１８番、河野正明議員。１９番、入江議員。 

２２番、石川議員。 

後に、豊田臨時議長お願いします。 

○臨時議長（豊田紀代美君） 投票漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○臨時議長（豊田紀代美君） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

開票を行います。坂元大介君、四海公貴君、村上真由子さん、開票の立会いをお

願いいたします。 

（開票） 

○臨時議長（豊田紀代美君） 開票の結果を報告いたします。 

投票総数 ２１票 

有効投票 １９票 

無効投票  ２票 
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有効投票のうち、溝見友一君   １６票 

豊田紀代美君   ３票 

以上のとおりです。 

この選挙の法定得票数は６票です。したがって、溝見友一君が議長に当選しまし

た。 

議場の出入口を開きます。 

（議場開放） 

○臨時議長（豊田紀代美君） ただいま議長に当選しました溝見友一君に、会議規則第

３１条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

就任の御挨拶をお願いいたします。 

○議長（溝見友一君） おはようございます。ただいま選挙で議長ということで指名さ

れ、責任を重々感じているところです。この場に立たせていただいた皆様の動きに

本当に感謝します。そして、今まで生まれて出会った全ての人たちにも本当に感謝

をしています。 

私が１２年前こちらに座らせていただいたときに、永木誠議員のお父さんが議長

をされていました。その後西村議長、そして岡本議長、河野一郎議長、そして入江

議長、長谷議長、石川議長そして園田議長、すばらしい議長の姿を見させていただ

いています。その席に立つのはすごく重圧だと感じています。しかし、精一杯努力

をさせていただきます。私はまだまだ若輩者で、足りないところはたくさんあるか

と思います。２２人の皆様と一緒に、輝かしい宇城市の未来のために皆さんと協力

し合いながら議会を進めてまいりたいと思いますので、何分よろしくお願いしまし

て、簡単粗辞ではございますが挨拶の言葉と代えさせていただきます。これからも

どうかよろしくお願いします。 

○臨時議長（豊田紀代美君） 議長の選挙が終わり、私の臨時議長としての職務は終了

いたしました。皆さんの御協力に対し、心から感謝を申し上げます。 

溝見友一議長、議長席にお着きください。 

（新議長 着席） 

○議長（溝見友一君） ここで、しばらく休憩します。自席にて待機をお願いします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時１８分 

再開 午前１０時２０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（溝見友一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これからの議事日程は、ただいま配布しました追加議事日程によって行います。 
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（追加議事日程配布） 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 議席の指定 

○議長（溝見友一君） 日程第１、議席の指定を行います。 

議席は、会議規則第３条第１項の規定によって、ただいま着席のとおりと指定し

ます。 

ただいま議席が決定しましたので、議員の皆様は、それぞれ議席氏名標の紙を外

してください。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（溝見友一君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定によって、１番、坂元大

介君及び２番、四海公貴君の２人を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 会期の決定 

○議長（溝見友一君） 日程第３、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。本臨時会の会期は、本日１９日の１日間といたします。御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日間に決定し

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 選挙第２号 副議長の選挙 

○議長（溝見友一君） 日程第４、選挙第２号副議長の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

って、指名推選にしたいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議あり、投票でお願いします」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 異議がありますので、選挙は投票で行います。 

ここで、しばらく休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時２２分 

再開 午前１０時２３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（溝見友一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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議場の出入口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

○議長（溝見友一君） ただいまの出席議員は、２１人です。 

次に、立会人を指名します。会議規則第３０条第２項の規定により、立会人に、

４番、河野真理さん、５番、吉良邦夫君、６番、田中美君さんの３人を指名します。 

投票用紙を配ります。念のため申し上げます。投票は単記無記名で、必ず名前ま

で記入をお願いいたします。 

（投票用紙配布） 

○議長（溝見友一君） 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 配布漏れなしと認めます。 

投票箱の点検を行います。 

（投票箱点検） 

○議長（溝見友一君） 異状なしと認めます。 

ただいまから投票を行います。議会事務局長が議席番号と氏名を読み上げますの

で、順番に投票をお願いします。 

○議会事務局長（小川康明君） まず１番、坂元議員。 

２番、四海議員。３番、村上議員。 

４番、河野真理議員。５番、吉良議員。 

６番、田中議員。７番、嘉古田議員。 

８番、原田議員。９番、永木議員。 

１０番、山森議員。１１番、三角議員。 

１２番、坂下議員。１３番、高橋議員。 

１４番、髙本議員。１６番、園田議員。 

１７番、福田議員。１８番、河野正明議員。 

１９番、入江議員。２０番、豊田議員。 

２２番、石川議員。 

後に、議長お願いします。 

○議長（溝見友一君） 投票漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

開票を行います。河野真理さん、吉良邦夫君、田中美君さん、開票の立会いをお

願いします。 

（開票） 
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○議長（溝見友一君） 開票の結果を報告します。 

投票総数 ２１票 

有効投票 １８票 

無効投票  ３票 

有効投票のうち、永木誠君    １６票 

髙本敬義君    １票 

豊田紀代美君   １票 

以上のとおりです。 

この選挙の法定得票数は６票です。したがって、永木誠君が副議長に当選されま

した。 

議場の出入口を開きます。 

（議場開放） 

○議長（溝見友一君） ただいま副議長に当選されました永木誠君に、会議規則第３１

条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

永木誠君、副議長の当選承諾及び挨拶を求めます。 

○副議長（永木 誠君） おはようございます。ただいま皆様の御推挙により、副議長

という重責を担うことになりました。まだまだ力不足ではございますが、議長のサ

ポート役として誠心誠意、緊張感をもって、これからの議会運営に関わっていきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（溝見友一君） ここで、しばらく休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時３７分 

再開 午前１０時５０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（溝見友一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 常任委員の選任 

○議長（溝見友一君） 日程第５、常任委員の選任を行います。 

常任委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、議長におい

て指名します。 

総務文教常任委員会委員に、坂元大介君、吉良邦夫君、田中美君さん、三角隆史

君、高橋佳大君、入江学君、中山弘幸君、石川洋一君。 

建設経済常任委員会委員に、河野真理さん、嘉古田茂己君、原田祐作君、坂下勲

君、福田良二君、河野正明君、溝見友一。 
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民生常任委員会委員に、四海公貴君、村上真由子さん、永木誠君、山森悦嗣君、

髙本敬義君、園田幸雄君、豊田紀代美さんを指名します。 

ただいま常任委員会の構成ができましたので、委員会室におきまして、それぞれ

委員会を開いていただき、委員長、副委員長の互選を行っていただきたいと思いま

す。委員長、副委員長が決まりましたら、各委員長は選挙の結果を議長まで御報告

をお願いします。 

事務局から部屋割りを申し上げます。 

○議会事務局長（小川康明君） 各委員会の選挙の部屋割りを申し上げます。 

まず、総務文教常任委員会は全員協議会室、建設経済常任委員会は第２委員会室、

民生常任委員会は第３委員会室でお願いいたします。 

○議長（溝見友一君） ここで、しばらく休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（溝見友一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

それでは、常任委員会委員長及び副委員長の選挙結果を申し上げます。 

総務文教常任委員長に、三角隆史君、副委員長に、坂元大介君。 

建設経済常任委員長に、坂下勲君、副委員長に、河野真理さん。 

民生常任委員長に、豊田紀代美さん、副委員長に、四海公貴君。 

以上のとおり互選されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議会運営委員の選任 

○議長（溝見友一君） 日程第６、議会運営委員の選任を行います。 

議会運営委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定によって、議長

において次の７人を指名します。 

議会運営委員会委員に、四海公貴君、村上真由子さん、高橋佳大君、園田幸雄君、

中山弘幸君、入江学君、石川洋一君を指名します。 

ただいま議会運営委員会の構成ができましたので、大委員会室において委員会を

開いていただき、委員長、副委員長の互選を行っていただきたいと思います。委員

長、副委員長が決まりましたら、委員長は選挙の結果を議長まで御報告をお願いし

ます。 

ここで、しばらく休憩します 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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休憩 午前１１時１５分 

再開 午前１１時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（溝見友一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議会運営委員会委員長及び副委員長の選挙結果を申し上げます。 

議会運営委員会委員長に、石川洋一君、副委員長に、高橋佳大君。 

以上、お二人が議会運営委員会委員長及び副委員長に互選されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 選挙第３号 宇城広域連合議会議員の選挙 

○議長（溝見友一君） 日程第７、選挙第３号宇城広域連合議会議員の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

って、指名推選にしたいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行

うことに決定しました。 

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにいたします。御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定

しました。 

宇城広域連合議会議員に、吉良邦夫君、坂下勲君、福田良二君、永木誠君及び私、

溝見友一の５人を指名します。 

お諮りします。ただいま議長が指名しました５人を宇城広域連合議会議員の当選

人と定めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました５人

が宇城広域連合議会議員に当選されました。 

当選されました５人に、会議規則第３１条第２項の規定によって、当選の告知を

します。 

代表して福田良二君、宇城広域連合議会議員の当選承諾及び挨拶を求めます。 

○１７番（福田良二君） おはようございます。ただいま宇城広域連合議会議員に御指

名をいただきました新志会、福田良二でございます。よろしくお願い申し上げます。

また、今後とも新たに選出された議会議員の皆様方には、御指導も併せてお願いす

るところでございます。 
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ただいま御紹介されました宇城広域連合議会では、今後とも今まで同様、活発な

議論が地域振興に資するようにしっかり宇城市議会代表として努めてまいりたいと

思っております。今後とも皆様方の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げまし

て、御挨拶に代えさせていただきます。お世話になります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 選挙第４号 上天草・宇城水道企業団議会議員の選挙 

○議長（溝見友一君） 日程第８、選挙第４号上天草・宇城水道企業団議会議員の選挙

を行います。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

って、指名推選にしたいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行

うことに決定しました。 

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定

しました。 

上天草・宇城水道企業団議会議員は、永木誠君及び私、溝見友一の２人を指名し

ます。 

お諮りします。ただいま議長が指名しました２人を上天草・宇城水道企業団議会

議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました２人

が上天草・宇城水道企業団議会議員に当選されました。 

当選されました２人に、会議規則第３１条第２項の規定によって、当選の告知を

行います。 

永木誠君、上天草・宇城水道企業団議会議員の当選承諾及び挨拶を求めます。 

○９番（永木 誠君） ただいま上天草・宇城水道企業団議会議員の御推挙を賜りまし

た。これからの水道行政は、料金改定あるいは配管の布設替えなど課題が山積して

おります。市民の大切な生活に欠かせない課題でございますので、今後議員として、

市民の意見を集約しなければならないと考えております。今後とも、皆様方の御協

力をよろしくお願い申し上げます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第９ 選挙第５号 熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

○議長（溝見友一君） 日程第９、選挙第５号熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員

の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

って、指名推選にしたいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行

うことに決定しました。 

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定

しました。 

熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員に、私、溝見友一を指名します。 

お諮りします。ただいま議長が指名しました溝見友一を熊本県後期高齢者医療広

域連合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました溝見

友一が熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選しました。 

ただいま熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選しましたので、会議規則

第３１条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

ただいま熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員に指名しました溝見です。今か

らの後期高齢者医療に対しては、いろんな議論を進めていかなければならないこと

が山積していると私も理解しているところです。そのためにも皆さんとしっかりと

議論しながら、前に進めてまいりたいと思いますので、今後とも御協力のほどよろ

しくお願いします。 

議会の構成が終わりましたので、ここで執行部の入場を求めます。このまま自席

でお待ち願います。 

（執行部 入場) 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 行政報告 

○議長（溝見友一君） 日程第１０、行政報告を議題とします。 

市長から行政報告の申出がありますので、これを許します。 

○市長（守田憲史君） こんにちは。市議会議員の皆様におかれましては、御当選誠に
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おめでとうございます。４年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは、発言のお許しをいただきましたので、行政報告をいたします。 

はじめに、職員の懲戒処分について報告します。 

５月１３日付けで上下水道局の男性参事を戒告処分としました。これは、運転免

許の更新期限が本年１月までだったにもかかわらず、更新手続を失念しており、４

月までの約３か月間無免許状態で自動車を運転していたことになります。公務員と

して高い倫理観と厳正な服務規律に基づき行動すべきところに、市民の信頼を失う

ことになり、公務の信用を著しく失墜させることになりましたことをおわび申し上

げます。 

今回の事案は、毎年４月に職員の運転免許等の状況確認を実施する中で発覚した

ものでありますので、より確認体制を充実させ、再発防止を徹底してまいります。 

次に、市内における新型コロナウイルス感染症の動向について報告します。 

市内においては、毎週当たり５０人から１００人前後の新規感染者が確認され続

けている状況です。引き続き、国県と連携した対策を継続するとともに、感染拡大

防止への取組の実践を呼び掛けてまいります。 

次に、新型コロナウイルスワクチン接種の状況を報告します。 

５月１８日現在、３回目の接種率は６７.１％です。今後４回目の接種も予定し

ておりますので、広報紙やホームページ等でワクチン接種に関する 新の情報を発

信してまいります。 

次に、復興会館について報告します。 

３月３０日、５館目となる三角復興会館が落成式を迎えました。本施設は老朽化

した三角交番の移転先としての機能を有しており、宇城警察署三角交番、三角町地

域婦人会が管理する三角みんなの館、三角老人クラブが管理するパワフルみすみか

らなる複合公共施設として供用を開始しています。 

次に、小川駅西口及び小川駅西線について報告します。 

４月２日、ＪＲ小川駅の西側に新たな改札口と乗降用のロータリー、そしてアク

セス道路が供用を開始しました。今回の供用開始により小川駅の利便性が今まで以

上に向上するとともに、小川駅西を県央の新しい定住拠点とするための交通インフ

ラ整備が一歩前進しました。今後は自転車駐輪場の整備など、今までの懸案を解消

すると同時に、更なる利便性向上への取組を積極的に推進してまいります。 

次に、美術館・中央図書館について報告します。 

４月３日、愛称を「不知火美術館・図書館」とした市立美術館並びに中央図書館

がリニューアルオープンしました。図書館は市民がくつろげる居心地のよい空間と

して、コーヒーを片手に本を選んだり、読書したりと、本との時間を楽しむことが
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できます。一方で、美術館は鑑賞だけでなく体験もできる参加型の企画を行ってお

ります。また、熊本地震の際の応急仮設住宅を利活用し、新しく「こども絵本のい

え」を増設しました。オープンから先週日曜日までの間、延べ７９,８６２人が来

館されており、連日多くの方々でにぎわっています。市内外からの多くの来館者が

訪れることで、交流人口を拡大させ、宇城市に集う、暮らす、活躍する関係人口の

創出につなげてまいります。 

以上、行政報告といたします。 

○議長（溝見友一君） 市長の行政報告が終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 報告第３号 専決処分の報告について 

日程第１２ 承認第１号 専決処分の報告及び承認を求めることについて（専決第１

号）（宇城市税条例等の一部を改正する条例の制定） 

日程第１３ 承認第２号 専決処分の報告及び承認を求めることについて（専決第２

号）（宇城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定） 

○議長（溝見友一君） 日程第１１、報告第３号専決処分の報告についてから、日程第

１３、承認第２号専決処分の報告及び承認を求めることについて（専決第２号）ま

でを一括議題とします。 

市長から一括して提案理由の説明を求めます。 

○市長（守田憲史君） 本日の臨時会の開催、大変お世話になります。 

今回提出しますのは、専決処分の報告が１件、専決処分の報告及び承認が２件で、

合計３件になります。内容は、市営住宅の家賃支払いに係る訴えの提起、宇城市税

条例の改正及び宇城市国民健康保険税条例の改正です。 

詳細につきましては、関係部長が説明いたします。これらの案件につきましてよ

ろしく御審議いただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わりま

す。 

○議長（溝見友一君） 報告第３号から承認第２号までの提案理由の説明が終わりまし

た。 

これから、報告第３号専決処分の報告についての報告を求めます。 

○土木部長（梅本正直君） それでは、報告第３号専決処分の報告についての詳細説明

を行います。議案集は２ページから４ページをお願いします。 

本件は、市営住宅の家賃等を滞納しており、市からの再三の納付指導を行ったに

もかかわらず、滞納が解消せず、納入相談にも応じない者に対し訴えの提起を行い、

家賃等の支払い及び住宅明渡しを求めるものです。 
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このことについて、令和４年５月６日付けで専決処分をしたので、地方自治法第

１８０条第２項の規定により報告するものです。 

以上で、報告第３号専決処分の報告についての詳細説明を終わります。 

○議長（溝見友一君） 土木部長の報告が終わりました。これで、報告第３号を終わり

ます。 

次に、承認第１号専決処分の報告及び承認を求めることについて（専決第１号）

（宇城市税条例等の一部を改正する条例の制定）の詳細説明を求めます。 

○市民部長（黒﨑達也君） 承認第１号専決処分の報告及び承認を求めることについて

（専決第１号）宇城市税条例等の一部を改正について詳細を説明します。 

議案集は５ページから１１ページ、説明資料は２ページから１９ページまでとな

っています。なお、本日は議長のお許しをいただき、お手元に配布しております宇

城市税条例等の一部改正のポイントを御参照いただきながら説明申し上げます。 

本案は、地方税法等の一部改正する法律等が３月３１日に公布され、４月１日に

施行されたことにより、宇城市税条例の一部を改正する必要が生じ、地方自治法第

１７９条第１項の規定により、議会において議決すべき事件ですが、急を要したこ

とから、３月３１日付けで市長により専決処分をいたしましたので、同条第３項の

規定に基づき議会に報告及び承認を求めるものです。 

それでは、改正内容について改正のポイントと説明資料に沿って説明します。改

正ポイントは、本則、附則の改正条例番号の若い番号から順に記載しております。

関連する改正はまとめて説明いたします。 

まず、改正ポイントの１ページ、１番の賦課徴収、説明資料の２ページ、納税証

明書の交付手数料について、第１８条の４は、地方税法第３８２条の４の規定によ

り、証明書に住所に変わるものとして、施行規則で定める事項を記載したものを交

付しなければならないこととする法律改正に伴う改正です。 

続いてポイント２番の市民税、説明資料の２ページから３ページ、所得割の課税

標準について、第３３条第４項、第６項。同じくポイント３番の市民税、説明資料

の３ページから４ページ、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除について、第３

４条の９第１項、第２項は、総合課税又は分離課税がある場合、特別徴収税額の税

額控除等を確定申告の記載によってのみ適用とする改正です。 

ポイント４番の市民税、説明資料の４ページから５ページ、市民税の申告につい

て、第３６条の２第１項は、公的年金等受給者の住民税申告義務についての規定を

整備するものです。 

ポイント６番、ポイント７番の市民税、説明資料の５ページから７ページ、個人

の住民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書及び個人の市民税に係る公的年金等
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受給者の扶養親族等申告書について、第３６条の３の２第１項、第３６条の３の３

第１項は、給与所得者又は公的年金等受給者が退職手当等に係る所得を有する一定

の配偶者等を有する場合には、給与所得者又は公的年金等受給者の扶養親族等申告

書に当該配偶者等の氏名を記載する等の所要の措置を追加するものです。 

ポイント２ページをお願いします。１０番、１１番の固定資産税、説明資料の８

ページになります。固定資産課税台帳の閲覧の手数料及び固定資産課税台帳に記載

されている事項の証明書の交付手数料について、第７３条の２、第７３条の３は、

固定資産課税台帳の閲覧に供し、又は固定資産課税台帳に記載されている事項につ

いての証明書を交付する場合において、固定資産課税台帳に記載されている住所が

明らかにされることにより、人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認め

られる場合、その他固定資産課税台帳の閲覧に供し、又は当該証明書を交付するこ

とが適当でないと認められる場合には、住所の削除など必要な措置を講ずることが

できることとする法律改正に伴う改正となります。 

次に、附則について説明します。 

ポイント１２番の市民税、説明資料の８ページから９ページ、住宅借入金等特別

税額控除について、附則第７条の３の２第１項は、住宅ローン控除のうち所得税か

ら控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で市民税から控除する制度において、

適用期限を令和２０年度分の個人市民税及び居住年が令和７年であるものまで延長

すると所要の措置を講ずるものです。この措置の減収額については、全額国費であ

ります地方交付税によりまして補塡されます。 

続いて、ポイント３ページをお願いします。１４番の固定資産税、説明資料の１

１ページから１２ページ、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受

けようとする者がすべき申告について、附則第１０条の３は、省エネ改修工事を行

った住宅に係る特例の拡充等に伴う改正です。 

ポイント１５番の固定資産税、説明資料の１２ページから１３ページ、宅地等に

対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税の特例につい

て、附則第１２条は、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、激変緩和の

観点から令和４年度に限り商業地等に係る課税標準の上昇幅を現行の５％から評価

額の２.５％とするものです。 

ポイント１６番の市民税、説明資料の１３ページ、上場株式等に係る配当所得等

に係る市民税の課税の特例について、附則第１６条の３第２項は、上場株式等に係

る配当所得等について、課税方式を所得税と一致させる等所要の措置を講ずるもの

です。 

ポイント２０番の市民税、説明資料の１６ページ、新型コロナウイルス感染症等



－ 19 － 

に係る住宅借入金等特別税額控除の特例について、附則第２６条第１項及び第２項

は、住宅借入金等特別税額控除の延長見直しに伴う改正により、規定を削除するも

のです。 

後に、ポイント４ページをお願いします。２１番、２２番の市民税、説明資料

の１７ページ、第２条関係による改正は、令和３年改正条例第１条、附則第２条は、

市民税に関する経過措置で、扶養親族申告書の改正等に伴い条文整理をするもので

す。 

その他、上位法令の改正に伴う各条項のずれの整理を行っております。 

以上で、承認第１号の詳細説明を終わります。 

○議長（溝見友一君） 承認第１号の説明が終わりました。 

これから承認第１号の質疑に入ります。質疑のある方の発言を許します。質疑あ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 質疑なしと認めます。 

ここでお諮りします。ただいま議題となっております承認第１号については、委

員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 異疑なしと認めます。したがって、承認第１号については委員

会付託を省略することに決定しました。 

これから承認第１号に対する討論に入ります。討論のある方の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 討論なしと認めます。 

これから、承認第１号専決処分の報告及び承認を求めることについて（専決第１

号）（宇城市税条例等の一部を改正する条例の制定）を採決します。採決は、押し

ボタン式投票によって行います。承認第１号は、承認することに賛成の方は賛成ボ

タンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（溝見友一君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 押し忘れなしと認め、確定いたします。 

賛成全員です。したがって、承認第１号は承認することに決定しました。 

次に、承認第２号専決処分の報告及び承認を求めることについて（専決第２号）

（宇城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定）の詳細説明を求めます。 

○保健衛生部長（杉浦正秀君） 議案集の１２ページ、説明資料集の２０ページをお願
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いいたします。承認第２号専決処分の報告及び承認を求めることについて（専決第

２号）（宇城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について）詳細説明をい

たします。 

本年３月３１日に、地方税法施行令等の一部を改正する政令が公布され、同年４

月１日から施行することとされました。これを受けて、宇城市国民健康保険税条例

の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないことから、

地方自治法第１７９条第１項の規定により、本年３月３１日付けで市長において専

決処分を行いました。 

本案は、専決処分を行ったことについて、地方自治法第１７９条第３項の規定に

より議会に報告し承認を求めるものです。 

改正の概要は、国民健康保険税の負担の公平性の確保及び中低所得層の保険税負

担の軽減を図るため、課税限度額を見直すことが主眼となっております。 

主な改正内容は、国民健康保険税の基礎賦課額に係る課税限度額を現行６３万円

を６５万円に、後期高齢者支援金等に係る課税限度額を現行１９万円を２０万円に

引上げるものでございます。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（溝見友一君） 承認第２号の詳細説明が終わりました。 

これから承認第２号の質疑に入ります。質疑のある方の発言を許します。質疑あ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。 

ここでお諮りします。ただいま議題となっております承認第２号については、委

員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 異議なしと認めます。したがって、承認第２号については委員

会付託を省略することに決定しました。 

これから承認第２号に対する討論に入ります。討論のある方の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 討論なしと認めます。 

これから、承認第２号専決処分の報告及び承認を求めることについて（専決第２

号）（宇城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定）を採決します。採

決は、押しボタン式投票によって行います。承認第２号は、承認することに賛成の

方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 
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○議長（溝見友一君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 押し忘れなしと認め、確定いたします。 

賛成全員です。したがって、承認第２号は承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 各委員会の閉会中の継続調査の申出について 

○議長（溝見友一君） 日程第１４、各委員会の閉会中の継続調査の申出についてを議

題とします。 

各委員長から、所管事務のうち会議規則第１１０条の規定によって、お手元に配

りました所管事務の調査項目について、閉会中の継続調査の申出があります。 

お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（溝見友一君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（溝見友一君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

会議を閉じます。 

これで、令和４年第２回宇城市議会臨時会を閉会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後０時０８分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 
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